
富山高等専門学校 開講年度 平成29年度 (2017年度) 授業科目 法学概論Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0080 科目区分 専門 / 必修
授業形態 授業 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 国際ビジネス学科 対象学年 3
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 中川純・編『新　やさしく学ぶ法学』法律文化社(2012年)
担当教員 松原 義弘
到達目標
１．法の基礎知識について、講義内容の概略を踏まえて、説明できる。
２．憲法が定める人権について、講義内容の概略を踏まえて説明できる。
３．憲法が定める統治機構について、講義内容の概略を踏まえて説明できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安
法の基礎的知識について説明でき
る

法の基礎知識について、講義内容
の詳細を踏まえて、説明できる。

法の基礎知識について、講義内容
の概略を踏まえて、説明できる。

法の基礎知識について十分に説明
できない。

憲法が定める人権について説明で
きる。

憲法が定める人権について、講義
内容の詳細を踏まえて説明できる
。

憲法が定める人権について、講義
内容の概略を踏まえて説明できる
。

憲法が定める人権について十分に
説明できない。

憲法が定める統治機構について説
明できる。

憲法が定める統治機構について、
講義内容の詳細を踏まえて説明で
きる。

憲法が定める統治機構について、
講義内容の概略を踏まえて説明で
きる。

憲法が定める統治機構について十
分に説明できない。

学科の到達目標項目との関係
ディプロマポリシー 1
教育方法等
概要 本講義は、法学入門かつ法学概論として法学の基礎的内容と法学的課題を学ぶ。内容としては、法の基礎知識、憲法な

ど法学の基礎的内容を学習する。
授業の進め方・方法 講義形式

注意点
・試験の成績を100％として評価する。内訳は中間試験（50％），期末試験（50％）とする。
・評価が60点に満たない者は、願い出により追認試験を受けることができる。追認試験の結果、単位の修得が認められ
た者にあっては、その評価を60点とする。評価方法及び評価基準は本試験に準じる。

授業計画
週 授業内容 週ごとの到達目標

前期

1stQ

1週 ガイダンス、法とは何か、法の体系 法の体系について説明できる。
2週 法の基礎知識 法と道徳、法の種類、法の適用と解釈を説明できる。

3週 基本的人権思想の形成 絶対王政から近代市民革命を経て，人権が生成・展開
した歴史を説明できる。

4週 日本国憲法の制定 日本国憲法の基本原理，制定過程，明治憲法との相違
について説明できる。

5週 日本国憲法の基本原理 日本国憲法における基本的人権の基本的性格を説明で
きる。

6週 日本国憲法における人権の体系 日本国憲法における基本的人権の体系を説明できる。

7週 基本的人権(1)平等権・包括的基本権 法の下の平等，生命・自由・幸福追求権について説明
できる。

8週 中間試験 第１～７週まで学習した内容の理解度を測る。

2ndQ

9週 基本的人権(2)自由権 自由権の意義・体系と限界，公共の福祉について説明
できる。

10週 基本的人権(3)社会権(1) 教育を受ける権利，勤労の権利，労働基本権について
説明できる。

11週 基本的人権(4)社会権(2) 教育を受ける権利，勤労の権利，労働基本権について
説明できる。

12週 基本的人権(5)国務請求権 請願権，裁判を受ける権利，国家賠償請求権，刑事補
償請求権について説明できる。

13週 基本的人権(6)参政権 参政権，選挙制度，国民投票権，国民審査について説
明できる。

14週 新しい人権，国際関係と人権 プライバシー権，環境権，知る権利，人権保障の国際
化とその意義について説明できる。

15週 期末試験 第9～14週まで学習した内容の理解度を測る。
16週 答案返却，解説

モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標
分類 分野 学習内容 学習内容の到達目標 到達レベル 授業週
評価割合

試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計
総合評価割合 100 0 0 0 0 0 100
基礎的能力 60 0 0 0 0 0 60
専門的能力 40 0 0 0 0 0 40
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0


